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平成３０年第１回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 

区長報告第１号 

 専決処分について（赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等委託契約の変 

 更） 
 

 本件は、平成２８年第２回定例会で承認された赤坂四丁目地区電線共同 

溝整備工事等委託契約の変更について専決処分しましたので、報告するも 

のです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成３０年１月１０日 

 ○ 変更内容   

    工  期  契約締結の日の翌日から平成３０年１月３１日まで 

           → 契約締結の日の翌日から平成３０年３月３１ 

             日まで 

 ○ 理  由  国道の電線共同溝に接続する管路の工事の実施方法等 

         について、国との協議に時間を要したことによる変更 

 

区長報告第２号 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 
 

 本件は、庁有車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しまし 

たので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日 平成３０年１月１８日 

 ○ 損害賠償額  ２万３，２３１円 

 ○ 概   要  平成２９年８月３１日世田谷区東玉川一丁目１２番 

          先の道路上において、庁有車が駐車中の普通貨物自 

          動車に接触し、当該車両の一部を破損させた交通事 

          故に伴う損害賠償です。 

 

議案第１号 

 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の 

 一部を改正する条例 

 

 本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 
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 ○ 内  容  条例で引用している行政手続における特定の個人を識 

         別するための番号の利用等に関する法律の条項番号を 

         変更します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第２号 

 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、非常勤職員について新たな職責を設けることに伴い、職責に応 

じた報酬水準を確保するため、非常勤職員の報酬限度額を引き上げるもの 

です。 

 ○ 内  容  非常勤職員のうち一般業務に従事する者の報酬につい 

         て、限度額を次のとおり引き上げます。 

         ・月 額 ２３８，０００円 → ２９９，０００円 

         ・日 額  １９，０００円 →  ２３，９００円 

         ・時間額   ６，３００円 →   ８，０００円 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第３号 

 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、職員の職を見直し新たな給 

料表に移行するほか、扶養手当の月額を改定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）職務の級を変更し、新たな給料表に移行します。 

    ・行政職給料表（一）  ８級制 → ６級制 

    ・医療職給料表（二）  ７級制 → ５級制 

     医療職給料表（三）  

 （２）扶養手当の月額を次のとおり改定します。 

 
現 行 改正案 

平成29年度 平成30年度 平成31年度以降 

配偶者 13,700円  10,000円  6,000円   

子 
6,000円  

（13,700円） 

7,500円  

（10,000円） 
9,000円   

    （括弧内は、職員に配偶者がない場合の子のうち１人の金額）  
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 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第４号 

 港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条 

 例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「建築基準法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している建築基準法の条項番号を変更しま 

         す。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第５号 

 港区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「都市公園法施行令」の一部改正に伴い、条例で定めることと 

された都市公園の敷地面積における運動施設の割合を定めるものです。 

 ○ 内  容  都市公園の敷地面積における運動施設の割合を１００ 

         分の５０とし、青山公園については１００分の７０と 

         します。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第６号 

 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、利用者サービスの充実を図るため、障害保健福祉センターの事 

業実施日を拡大するとともに、施設の利用時間を延長するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）児童の療育に関する相談事業について、平日に加え、第１土曜日 

   及び第３土曜日に実施することとします。 

 （２）生活介護及び就労継続支援事業で利用する施設の利用時間を延長 

   します。 

    ・午前９時から午後５時まで → 午前９時から午後６時まで 

 （３）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

 



 4 

議案第７号 

 港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループ 

 ホーム条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している障害者の日常生活及び社会生活を 

         総合的に支援するための法律の条項番号を変更します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第８号 

 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例（新規） 

 

 本案は、「住宅宿泊事業法」の施行に伴い、住宅宿泊事業の適正な運営 

の確保について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）区及び住宅宿泊事業者の責務を定めます。 

 （２）住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定めます。 

 （３）住宅宿泊事業者は、近隣住民に対し書面により事前に周知するこ 

   ととします。 

 （４）その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保について必要な事項を定 

めます。 

 ○ 施行期日  平成３０年６月１５日。ただし、（３）については、 

         同年３月１５日 

 

議案第９号 

 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

 定める条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進 

に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  条例で引用している就学前の子どもに関する教育、保 

         育等の総合的な提供の推進に関する法律の条項番号を 

         変更します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 
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議案第１０号 

 港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の一部改正に伴い、被保 

険者となる対象を追加するものです。 

 ○ 内  容  入院等で東京都外に転出した国民健康保険の被保険者 

         であった者を後期高齢者医療の被保険者に追加します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第１１号 

 港区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、第７期港区介護保険事業計画に基づき保険料を改定するほか、 

「介護保険法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）保険料の所得段階区分を現行の１５段階から１７段階とするとと 

   もに、保険料を改定します。 

 （２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第１２号 

 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護 

 予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「介護保険法」の一部改正により、共生型地域密着型通所介護 

事業が区の実施する指定地域密着型サービスに位置付けられたことに伴い、 

当該事業の基準を条例で定めることとされたため、規定するものです。 

 ○ 内  容   

（１）共生型地域密着型通所介護事業の基準を定めます。 

（２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第１３号 

 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定 

 める条例（新規） 
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 本案は、「介護保険法」の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等に係る 

事業の人員及び運営の基準等を条例で定めることとされたため、新たに条 

例を制定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準を定めます。 

 （２）条例で定める指定居宅介護支援の事業の申請者は、法人とします。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第１４号 

 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のた 

 めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する 

 条例 

 

 本案は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の一 

部改正に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  指定介護予防支援事業者等が連携に努めなければなら 

         ない事業者に指定特定相談支援事業者を追加します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

議案第１５号 

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、幼稚園教育職員の扶養手当 

の月額を改定するものです。 

 ○ 内  容  扶養手当の月額を次のとおり改定します。 

 

 

 

 

 

 

   （括弧内は、職員に配偶者がない場合の子のうち１人の金額） 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 

 

 
現 行 改正案 

平成29年度 平成30年度 平成31年度以降 

配偶者 13,700円  10,000円  6,000円   

子 
6,000円  

（13,700円） 

7,500円  

（10,000円） 
9,000円   
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議案第１６号 

 平成２９年度港区一般会計補正予算（第６号） 

 

議案第１７号 

 平成２９年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

議案第１８号 

 平成２９年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

 

議案第１９号 

 平成３０年度港区一般会計予算 

 

議案第２０号 

 平成３０年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

議案第２１号 

 平成３０年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

議案第２２号 

 平成３０年度港区介護保険会計予算 

 

議案第２３号 

 工事請負契約の承認について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 

 等解体工事） 

 

 本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事について、 

工事請負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模   ・建物解体工事 

             鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上１３階 

             建て 延べ４，８２３．４１㎡ 

            ・アスベスト除去工事 

 （２）契約金額    ２億６，４６０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成３０年１２月１４ 

            日まで 
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 （４）契約の相手方  東京都三鷹市深大寺二丁目４０番３号 

            株式会社丸利根アペックス 

 

議案第２４号 

 工事等委託契約の変更について（赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事） 

 

 本案は、平成２８年第２回定例会で承認された赤坂四丁目地区電線共同 

溝整備工事等委託契約について、契約金額を変更するものです。 

 ○ 変更内容 

    契約金額  ２億２,６２８万９,０６９円 

           → １億７，２６２万７，８３０円 

              （５，３６６万１，２３９円減） 

 ○ 理  由  受託事業者の工事契約における落札差金等による変更 

 

議案第２５号 

 包括外部監査契約の締結について 

 

 本案は、地方自治法第２５２条の３６第２項の規定に基づき、平成３０ 

年度の包括外部監査契約を締結するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 （２）契約の相手方 公認会計士 谷川 淳 氏 

 （３）契約の期間  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （４）契約の金額  ９７２万円を上限とする金額 

 

議案第２６号 

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定め 

るため、規約の一部を変更するものです。 

 ○ 内  容  平成３０年度分及び平成３１年度分の保険料の軽減の 

         ために、関係区市町村の一般会計から負担を求める経 

         費を規定します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 

 


